
1/4 

南相馬市告示第１３号 

 

令和６年度南相馬市医療施設等物価高騰対策事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、原油価格及び物価高騰に直面する医療施設等を支援するため、市内の

医療施設等の設置主体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、南相馬市

補助金等の交付等に関する規則（平成１８年南相馬市規則第３８号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 医療施設等 病院、診療所、歯科診療所、薬局、歯科技工所及び施術所をいう。 

(2) 病院 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院のうち、

保険医療機関の指定を受けている施設 

(3) 診療所 医療法第１条の５第２項に規定する診療所（往診のみを行う診療所を含み、

社会福祉施設の医務室を除く。）のうち、保険医療機関の指定を受けている医業を行う

施設 

(4) 歯科診療所 医療法第１条の５第２項に規定する診療所（往診のみを行う診療所を含

み、社会福祉施設の医務室を除く。）のうち、保険医療機関の指定を受けている歯科医

業を行う施設 

(5) 薬局 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３

５年法律第１４５号）の規定に基づき開設している薬局のうち、保険薬局の指定を受け

た施設 

(6) 歯科技工所 歯科医師又は歯科技工士法（昭和３０年法律第１６８号）に基づく歯科

技工士が業として歯科技工を行う施設 

(7) 施術所 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和２２年法

律第２１７号。以下「あはき法」という。）又は柔道整復師法（昭和４５年法律第１９

号）の規定に基づき開設している施術所のうち、受領委任状扱い施術所の指定を受けた

施設又は医療保険（療養費）の対象となる施術を行っている施設 

（補助対象） 

第３条 この補助金の交付対象となる医療施設等は前条第１号から第７号のとおりとし、令

和６年６月１日現在かつ申請日において、当該施設等を運営している法人又は個人等とす

る。 

２ 病床を有する医療施設における交付対象施設等の区分については、許可病床数を用いる。 

３ 国又は地方公共団体が設置主体の場合は、公営企業会計など、通常の予算とは別に運営

されている医療施設等の設置主体に限る。 

４ 前条第２号から第５号の同一施設において、複数の医療施設等に該当する場合は、いず
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れか一つの医療施設等が交付対象となる。 

５ 前条第７号の同一施設において、あはき法と柔道整復師法の両方を開設している場合は

いずれか一方の補助となる。 

（補助金の算定方法等） 

第４条 補助金の算出方法は、別表の第２欄で定める区分ごとに別表の第３欄で定めるとお

りとする。 

２ 補助金額の算出基礎となる病床数は、令和６年度病床機能報告書における、許可病床数

のうち令和５年４月１日から令和６年３月３１日の１年間の施設全体の最大使用病床数を

算出基礎とする。 

（交付申請） 

第５条 この告示による補助金を受けようとする医療施設等の設置主体（以下「申請者」と

いう。）は、医療施設等物価高騰対策事業補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次

に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

(1) 令和６年度第２回福島県医療施設等物価高騰対策支援金（以下「県支援金」という。）

の交付決定を受けたものは、県支援金の額の交付決定通知書及び確定通知書（添付書類

を含む。）の写し 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 補助金の申請期間は、県支援金の交付決定の日から２か月以内に申請しなければならな

い。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべ

きものと認めた場合には、速やかに補助金の交付の可否を決定するとともに、当該決定し

た内容を医療施設等物価高騰対策事業補助金交付決定等通知書（様式第２号）により当該

申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付

の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をするものとする。 

（交付額の確定） 

第７条 第５条の場合において、その交付の決定の内容が申請書等の内容と同一であるとき

は、当該申請書等は規則第１３条の規定による報告とみなすことができるものとし、市長

は、当該交付の決定に合わせて、当該報告に基づき交付すべき額を確定し、補助金を支出

することができるものとする。 

２ 第５条の場合において、その交付の決定の内容が申請書等の内容と異なる部分があると

きは、補助事業者は、市長が別に定めるところにより、規則第１３条の規定による報告を

しなければならない。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第８条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の

決定の取消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されて

いるときには、市長はその全部又は一部の返還を求めることができる。 
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(1) この告示の規定に違反したとき。 

(2) 補助金の交付を受けた後に交付対象施設等の要件に該当しないことが明らかとなっ

たとき。 

(3) 補助金の交付を受けるに当たり、市長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。 

(4) その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかとなったとき。 

２ 申請者は、前項の規定により交付決定を取り消されたときは、交付された補助金を市長

に返還しなければならない。 

（南相馬市補助金交付要綱の準用） 

第９条 南相馬市補助金交付要綱（平成１８年南相馬市告示第１号）第４条、第５条、第７

条、第８条及び第１１条から第１５条までの規定は、この告示による補助金の交付等につ

いて準用する。 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日に補助金の交付

決定がなされた補助金の交付については、第８条及び９条の規定は、同日以降もなおその

効力を有する。 

別表（第４条関係） 

１ 交付対象者 ２ 交付対象施設等の

区分 

３ 補助金額 

市内に所在する

病院、診療所、薬

局、歯科技工所、

施術所を設置、運

営する法人又は

個人等 

病院（許可病床数が３

００床以上） 

１施設につき ８３０，０００円 

１床につき（※）２５，０００円 

※令和６年度病床機能報告書における「最大使用病

床数」を補助金の算定基礎とする。 

病院（許可病床数が２

９９床以下） 

１施設につき ４１５，０００円 

１床につき（※）２５，０００円 

※令和６年度病床機能報告書における「最大使用病

床数」を補助金の算定基礎とする。 

診療所（有床） １施設につき ４１５，０００円 

１床につき（※）２５，０００円 

※令和６年度病床機能報告書における「最大使用病

床数」を補助金の算定基礎とする。 

診療所（無床） 

歯科診療所 

１施設につき １６６，５００円 

薬局 １施設につき ８３，０００円 
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歯科技工所 １施設につき ８３，０００円 

施術所 １施設につき ４１，５００円 

備考 病床の補助金の算定については、令和６年度病床機能報告書における、許可病床数

のうち令和５年４月１日から令和６年３月３１日の１年間の施設全体の最大使用病床

数を算定基礎とする。 

 


